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　交通事故や傷害事件など、第三者から傷病
を受けた場合や自損事故の際に、医療機関で
健康保険証を使用する場合はご加入の健康保
険へ、福祉医療費受給者証を併せて使用する
際は必ず市の福祉医療窓口［医療年金課医
療給付チーム（℡0798-35-3188）］へ届出を
してください。

　医療費の助成を受けられるのは、つぎの要
件を満たす方です。
　またこの制度を利用するには、事前に申請
が必要です。

①西宮市の住民であること

②西宮市の国民健康保険や、
　お勤め先の健康保険組合など
に加入していること

③生活保護を受給していないこと

④所得要件を満たしていること
　（乳幼児等・こども医療費助成
制度はのぞきます）

※①から④のほか、制度ごとに
　異なる要件がありますので、
　各制度のページをご覧ください。

●第三者行為（交通事故など）
　にあったとき

　保育所･幼稚園･学校内でけがなどをして、
日本スポーツ振興センター災害共済給付等の
対象となる場合は、医療費助成の対象外とな
ります。
　医療機関窓口では、健康保険証のみを提示
し、受給者証は使用しないでください。
　詳しくは、在籍されている保育所･幼稚園･
学校へお問い合わせください。
　制度については、独立行政法人日本スポーツ
振興センター（https://www.jpnsport.go.jp/
anzen/saigai/tabid/56/Default.aspx）をご確
認ください。

●スポーツ振興センター災害給付の
　対象になるとき

医療費の助成を受けられる方 こんなときはご注意を
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